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【手続補正書】
【提出日】平成24年6月19日(2012.6.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　次の成分（Ａ）及び（Ｂ）：
（Ａ）カルボシロキサンデンドリマー構造を側鎖に有するビニル系重合体、
（Ｂ）平均粒径０．１～６μｍ、平均粒子厚さ０．０１～０．３μｍで、かつ平均板状比
が３以上である薄片状酸化亜鉛
を含有する化粧料。
【請求項２】
　成分（Ａ）を０．１～２０質量％、成分（Ｂ）を０．１～２０質量％含有する請求項１
記載の化粧料。
【請求項３】
　成分（Ａ）と成分（Ｂ）の質量割合が、（Ａ）／（Ｂ）＝０．０５～２０である請求項
１又は２記載の化粧料。
【請求項４】
　更に、（Ｃ）非イオン界面活性剤、及び（Ｄ）水を含有する油中水型乳化化粧料である
請求項１～３のいずれか１項記載の化粧料。
【請求項５】
　更に、（Ｅ）着色顔料を含有する請求項１～４のいずれか１項記載の化粧料。
【請求項６】
　成分（Ｂ）の薄片状酸化亜鉛が、鉄、ジルコニウム、カルシウム、マンガン、マグネシ
ウム及びイットリウムから選ばれる１種以上の元素を、亜鉛に対して０．００５～１モル
％含有する請求項１～５のいずれか１項記載の化粧料。


	header
	written-amendment

